
  令和２年９月１１日 

  保護者の皆様 

仙台市立八木山南小学校  

校 長 髙 橋 昌 子    

 非常時の登下校体制について 

１．基本的な考え方 

（１）登下校時に大地震が発生した時の基本対応を策定しました。 

（２）地震や緊急事態に対する対応は，児童・保護者・職員の生命等の安全を第一に考えます。 

 （３）対応に迷った場合は，より安全な対応を行います。 

２．登校～下校時の「児童」「保護者」「学校」の対応 

 
         緊急事態 Ａ          緊急事態 Ｂ 

■震度５強以上の地震が発生したとき。           

■大雨，洪水，暴風，大雪等による災害が

発生し，市内全域に拡大するおそれがあ

るとき。 

■児童の生命に危険が及ぶおそれがある凶

悪な事件が発生したとき。 

■震度５弱の地震が発生したとき。 

■大雨，洪水，暴風，大雪等の特別警報が出され

たとき。 

■児童に危険のおそれがある不審者出没等の事

案が発生したとき。 

一 斉 メ ー ル 配 信 

 登校中 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，待機した児

童とともに避難する。 

【学校】 

○教職員の非常配備体制準備を行い，児童・

保護者等の受け入れを行う。 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，待機した児童と

ともに登校する。 

【学校】 

○状況により安全を確認し，保護者と連携して児

童を学校に引率する。 

 在校時 

 

 

 

 

 

【学校】 

○本校の防災計画に従って避難する。 

○道路状況を確認後，非常時下校体制（学校

待機・保護者引き渡し）の準備を始める。 

【保護者】 

○学校に向かい，児童とともに避難する。 

【学校】 

○本校の防災計画に従って避難する。 

○校舎等に異常がない場合は授業を再開する。 

○道路状況を確認後，状況に応じて集団下校を行

う。 

 下校中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○通学路を通って学校へ向かい，被災状況に

応じて児童とともに避難する。 

【学校】 

○職員は被災状況に応じて通学路を通って

各地区へ向かい，下校途中の児童を学校に

引率する。（学校待機・保護者引き渡し） 

【児童】 

○安全な場所に避難・待機する。 

○学校に近いときは学校に避難する。 

【保護者】 

○必要に応じて通学路を通って学校へ向かい，児

童とともに帰宅する。 

【学校】 

○職員は通学路を通って各地区へ向かい，児童の

安全確認を行った上で帰宅させる。危険な場合

は学校に引率する。 

 

※緊急事態・非常災害時には一斉メール配信で連絡します。ただし，緊急事態Ａで電話や電気が不通の場

合は，保護者引渡しとなりますので直接学校にお越しください。 

※緊急事態Ａ・Ｂ以外の場合にも不審者出没，悪天候の場合など登下校体制について連絡しますので，一

斉メール配信のメールアドレス登録をお願いいたします。 

※登下校中の避難の仕方については学級等で指導します。避難場所などについては，各ご家庭で普段から

お子さんと確認をしてください。 


